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1.は じ め に

最近,外 国通貨 の取引 に関 す る適切 な企業会 計が,会 計 の手続 の面 で,最

も重要 で,か つ,最 も複雑 な もの とな ってい る。会計 の当該分野 の問題 が脚

光 を浴 びて きた背景 には,企 業が おかれてい る経済社 会 の国際化 が急速 に進

展 して きた とい う事 実が存在 す るか らであ る。 具体 的 に言 うな らば,国 際間

の取引 お よび投資 の増 大,在 外支店 の開設,現 地 法人 の設立,多 国籍企業 の

出現 と発展 な どを挙 げ る ことがで きよ う。
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さらに,国 際化,多 国籍企業化 の傾 向 は,ポ ン ドの平価切 下 げ,為 替相場

変動幅 の制 限の停止,基 準外為替相場 の決定,変 動相場 制へ の移行 な どの外

国為替相場環境 の著 しい変化 を背景 に しなが ら,外 貨換算等 の問題 を企業会

計 の主要 問題 へ と変容 させたので ある。

本稿 で は,外 貨換 算 に関す る基礎概 念,換 算方法等 について考察 し,さ ら

にわが国の 「外貨建 取引等会計処理基準」(以 下,「 外貨会計基準 」 とい う)

の考 え方 につ いて検 討 を加 え,こ の領域 にお ける研究 の基礎 的作業 を試み る

もので あ る。

2.外 貨換算の基礎的背景

一般 に
,在 外子会社 は所在 国の現地 通貨 で子会社 自身 の会計記録 を維持管

理 し,現 地通貨 で表 示 された子会社 の個別財務諸表 を作成 す る。 そ して,親

会社 が連結財務諸表 を作 成す る際 に,個 々 の在外子会社 の財務諸表 を,外 国

通貨表示 か ら,親 会社 の本拠地 のあ る国の通貨表示 へ と換算 しな けれ ばな ら

ないので ある。

外貨換算 は外国貨 幣単位で測定 された金額 を自国貨 幣単位 によって表 示 し

なおす ことで ある。 したが って,換 算 にあた って は,外 貨 と自国通貨 との交

換 率,す なわ ち,為 替相場が 用い られ る。

世 界 の主要通貨 は,い ろい ろな場所 で様 々な方法で取 引 されて いる。為替

相場 は,あ る通貨 の他 の通貨 に対 す る価格 で ある。す なわ ち,一 定量 の他の

通貨 を購入す るのに必要 な,あ る通貨 の量 で ある。

物価が変動す るの と同 じように為替相場 は常 に安 定 しているわ けで はない。

為替相場 がなぜ変動 す るので あろ うか。 その理 由を挙 げてみる と次 の ように

な る。

(1)貿 易収支 の黒字 あるい は赤字:あ る国 において輸入 よ り輸 出の方が多

い場合,貿 易収 支 は黒字 で ある と言われ る。黒字 は,そ の国の通貨 の価
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値 を高 くす る,す なわ ち強 くす る。反対 の状態,す なわ ち赤字 は,あ る

国の通貨 の価値 を他 の国の通貨 の価値 よ り低 くす る。

(2)相 対 的 なインフ レー シ ョン水準:イ ンフレー シ ョン水準 の高 い国々の

通貨 は,イ ンフレー シ ョン水準 の低 い国 々の通貨 に対 して相対 的 に価値

が低下す る。一般 的 にい えばTイ ンフレー ションは他 国の通貨 を含 むす

べての もの について,あ る一定額 の通貨 で購入 で きる量が
,次 第 に少 な

くな る ことを意味 す る。

(3)相 対的 な利子率:あ る国 の利 子率が他 の国 に比 べて高い場 合 は常 に,

その国 の通貨 は価値 が高 く評価 され る(外 国人 が,投 資 によってよ り一
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層高 い利息 を得 るため に,そ の国の通貨 をよ りた くさん購 入す る)。

(4)政 治 的要 因 と政府 の介 入:国 際的 な取引 のた めには,政 治的 に安定 し

てい る と思われ る国 の通貨が,不 安定 な国の通貨 よ りも好 まれ る傾 向が

ある。 また,為 替相場 の変動 を目的 として,政 府 も通貨 を売 買す る。
1)

主要国 の為替相場 の変動 にお ける過 去の状 況 を図1に 示 してみ る。

為替相場 の変動 が企業会計 に与 える影響 は,製 品 ・原材料 な どを輸 出 また

は輸入 した ときの為 替相場 つ ま り 「取 引 日の為替相場」 と当該取 引 によって

生 じた外貨建 て金銭債権債務 や外貨 その もの(外 貨預金 を含 む)を 円で決済

(弁済 また は回収)し た時 の為替 相場 つ ま り 「決 算 日の為替 相場」 に差 異が

生 じた場合 に問題 が発 生す る。

「取 引 日」 と 「決済 日」が同0の 会計 期 間内 にあ る場合 には,そ の為 替差

益 は,取 引 日の円換算額 と決済 日の円決済額 との差額 として 自動的 に算定 さ

れ,し たが って,こ の場合 には,「 外貨 で測定 されて い る数値 にいか なる為

替相場 を選択適 用すべ きか」 とい う為替換算問題 は発生 しない。 しか しなが

ら,「取 引 日」 と 「決済 日」が二つの会計期間 に またが る場 合 に,す なわ ち,

両者の間 に決算 日が入 り込 んで くる場合 に問題 が発 生す るので ある。

要す るに,外 貨換算 の問題 が発 生す るの は次 の場 合で あ る。

(1)外 貨建 ての海 外取引 に基づ く金銭債権 債務や外貨 な どについて 自国通

貨 に よる決済 日が未 だ到来 しない うち に決算 日を迎 えた場合。

(2)企 業が外 国 に支店 あ るい は子会社 な どを もってい る場合 には,決 算 日

に,そ れ らの支店,子 会社 な どの外貨 で表示 され ている財務 諸表 を本国

の本店財務諸 表 と合 算 して本支店合併 財務 諸表 を作成す るために,あ る

いは本 国 にある親会社 の財務諸表 と合算 して連結財務諸表 を作成 す るた

めに,期 末 において本 国通貨単位 に換 算す る必 要が生 ず る。

なお,こ の ほかに非連結 の在 外子会社 お よび在外 関連 会社 につ いて持分法

が適 用 され る場合 に も外貨 で表示 され ている財務 諸表 の換算が必要 とな る。
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3.わ が国の基 準化 の動 向

わが国 におい ては,昭 和43年5月 に,ポ ン ドの平価切 下 げに伴 って必 要 と

され る主 な会計処理 の基準 を示 した個別意見第一r外 国通貨 の平価切下 げに

伴 う会計処理 に関す る意見」 を公表 し,昭 和46年9月 の米 国 の金莞換停止措

置 のため に,外 国為替 の売買相場 につ いて基準外 国為替相場 の上下1%と い

う従来 の変動幅 の制 限 を暫定 的 に停止す る措置 が とられた ことに伴 って必要

とされ る会計処理基準 を示す個別意 見第三 「外 国為替相場 の変動 幅制 限停止

に伴 う外 貨建資 産等 の会計処 理 に関す る意 見」,昭 和46年12月 の ス ミソニ ア

ン10力 国蔵相 会議 の合意 に基 づ き,基 準外 国為替 相場 を従来 の1米 ドル360

円か ら308円 に変更 す る措置 に対 す る個別意 見第 四 「基準外 国為替相 場 の変

更 に伴 う外貨 建資産 等 の会計 処理 に関 す る意見」,昭 和47年7月 の外 国為替

の売 買相場 の変動 幅 を基準 外 国為替相場 の上下2 .5%と す る国際通貨体 制 の

下 で決 算処理上必 要 な会計処理基準 を示 した個別意 見第 五 「現行通貨体制 の

もとにお ける外貨建 資産 等 の会 計処 理 に関す る意見 」,昭 和48年3月 の外 国

為替相場 の上下2.5%と い うこれ まで の変 動幅 の制 限 が停 止 された こ とに伴

って,こ の措置 の下 での決算処 理上必要 とされ る会計処理基準 を示 した個別

意見第六 「外 国為替相場 の変 動幅制 限停止 中にお ける外貨建 資産 等 の会計処

理 に関 す る意見」 とい う一連 の個別 意見で あ る。 これ らの個別意 見 は外貨建

取 引等 の会計処理 のた めの一般 的 な基準 を示 した もので はな く,ポ ン ドの平

価 切下 げ,為 替変動幅 の制 限停 止等外 国為替 制度 をめ ぐる重 要な変化 にその

都 度対処す るた めの特殊的a個 別 的 な会計 処理基準 であった。

そ こで外貨建 取引等 に関 す る一般 的,包 括 的 な会計処理基準 の設定 が要望

され,昭 和54年6月 に 「外貨会計基準 」が設定 された。 この一般 的,基 本 的

な会計処理基準 に対 して,こ れ をさらに企業会計 実践 に適用 す る上 で必 要 な

指針 が 日本公認 会計 士協 会 よ り公表 されてい る。 その後,昭 和58年12月 に企
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業会 計審議会 は,「 外貨 会計基準」 に関 して,同 基準注解 に,「 外貨建 長期 金

銭債権債務等 に係 る為替予約 について」 を追加 公表 した。

この ように して,わ が国 にお ける外貨建 取引等 に関 す る会計処理 の基準 や

手続 はほぼ形 を整 える こととなった のであ る。

4.外 貨換算の伝統的方法

外貨 換 算 の 方 法 に関 して は,従 来 か ら,会 計 諸 団体,学 者,職 業 会 計 人 な

どが さ まざ まな意 見 を表 明 し,実 際 にい ろ い ろ な方 法 が 採 用 され て きた 。 し

か しなが ら,こ れ らの提 唱 され た ア プ ロー チの相 違 の多 くは,連 結 や 外 貨 換

算 の 目的,と りわ け財 務 諸 表 の 目的 に関連 した 意 見 の相 違 に 由来 す る もの で

あ る。 外 貨 で表 示 され てい る財 務 諸 表 を 自 国通 貨 に換 算 す る場 合,外 貨 で測

定 され た資 産 お よび負債 の 換 算 基 準 と して これ まで伝 統 的 に次 の 四 つ の 方法

が 考 え られ て きた 。

(1)流 動 ・非 流 動 区分 法(current・noncurrentmethod)

(2)貨 幣 ・非 貨 幣 区分 法(monetary・nonmonetarymethod)

(3)テ ンポ ラル 法(temporalmethod)

(4)決 算 日 レー ト法(closingratemethod)

この うち,(1>～(3)の 方法 は,あ る種 類 の 財務 諸 表 項 目 に は歴 史 的 な為 替 相

場,す な わ ち取 得 また は発 生 時 の為 替 相 場(以 下,取 引 日 レ.___トとい う)を

適 用 し,他 の項 目 に は現 在 の為 替 相 場,す な わ ち貸 借 対 照 表 日の 為 替 相 場

(以 下,決 算 日 レー ト とい う)を 適 用 して,外 貨 で 表 示 され た 金 額 を 自国 通

貨 に換 算 す る。(4)の 方 法 は,す べ て の財 務 諸 表 項 目 に決 算 日 レー トを適 用 し
　ラ

て,外 貨 金額 を自国通貨金額 に換算 す る。
3}

換算 の諸方法 と為替相場適用 の関係 をま とめ る と表1の よ うになる。

外貨建取引等 の会計処理 をめ ぐる諸 問題 を考察す るにあた り,ま ず外貨建

取引等 の換算 に関す る基礎 的 な諸概 念や換 算表示 の方法等 を とりあげなけれ
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表1貸 借 対照表の各項 目に適用 され る為替 レーh

決算 日レー 流動一非流 貨幣一非貨 テ ンポ ラル

ト法 動区分法 幣区分法 法

現 金 C C C C

売掛金及び受取手形 c c C C

棚卸資産

原 価 C c H H

市場価格 C G H c

投 資

原 価 C H H H

市場価格 C H H C

固定資産 C H H H

その他の資産 C H H H

買掛金及び支払手形 C C C C

長期債務 C H C C

資本金(普 通株) H H H H

留保利益 X X X X

注:c決 算日レー トH=取 引日レー一ト ×e換 算されない

ば な らな い。 そ こで まず外 貨 建 取 引 や 外 貨 表 示 財 務 諸 表 を 自国 の 通 貨 で換 算

表 示 す るた め の諸 方法 の 内容 につ い て検 討 して み よ う。

(1)流 動 ・非流動区分 法

流動 ・非流動 区分法 は,貸 借対 照表項 目に関 し,流 動資産 お よび流動 負債

に対 して は決算 日レー トを,流 動資産 お よび流動負債以外 の項 目に対 しては

取 引 日レー トを適用 して,外 貨 で表示 された金額 を 自国通貨 に換 算す る方法

であ る。

この方法 が会計 実務 に適用 され た歴史 は古 い。米国会計士協会(AIA,現

在 の米 国公 認会計 士協会AICPA)が1931年 に公表 した公 報第92号 にお いて

明示 され てい る。 さらに1934年 の公 報第117号,1939年 の会計研 究 公報 第4

号で流動 ・非流動 区分 法が採 用 され てい る。1953年 に会計研 究公報第43号 が

公 刊 されてい る。 この公報 の第12章 において,外 国為替 に関す る会計処理 の
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基準 を明 らかに しているが,こ れ は米 国の諸会社 の財務諸表 において採 用 さ

れ てい る外 国為替 の処理 について,0般 原則 を要約 した もの といわれ,今 日

では米 国 は もち ろんの こと,他 の国々 において も,権 威 ある もの として認 め
4)

られて きた。

この方法 にお ける,資 産 お よび負債 の流動 ・固定 の分類 は,通 常 の営業循

環基準 や一 年基準 によって行われ る。 この方法 は一般 に在外子会社,関 連会

社,支 店 等の外貨表示財務 諸表 の換算 のため に用 い られ る。 この方法 によれ

ば,現 金,短 期債権 ・債務,棚 卸資産等 の流動資産 お よび負債 は決算 日にお

ける為替相場 に よって換算が行 われ,固 定資産,長 期 の債権 ・債務等 は取 引

日また は発生時 の為替 相場 に よって換算 され る。 また,売 上 高や仕入 高な ど

は会計 実践上期 中にお ける平均為替相場 で換算 され る ことにな る。

この ように して この方法 に よれ ば,決 算 日レー トによって換算 が行 われ る

流動資産 ・負債項 目について,為 替換算差損益 が生 じうる。 この為替換算差

損益 は,流 動資産 お よび負債 の取得 日また は発生 時か ら決算 日にいた る間の

為替相場変動 の影響 を表 わ してい る。 固定資産 お よび負債 は取 得 日また は発

生時 の為替相場 で換算 され るた め,為 替換 算差損 益 は何 ら生 じないので ある。

流動資産 ・負債 を決算 日レー トで換 算 し,固 定資産 ・負債 を取引 日レー ト

で換算 す る とい う この換算 方法 は,流 動資産 お よび負債 は比較 的近 い将来 に

おいて現金 で回収 され,ま た は現金 で決済 され るところか ら,貸 借対 照表 日

にお けるその在高 を決算 日レー トで換 算す る。 それ に対 して,固 定資産 お よ

び負債 はそれ らが現金 で回収 された り,決 済 され る日はかな り遠 い将来 の こ

とに属 す るか ら,決 算時 にお いて もその ときの為替相場 を適用せず,取 引 日

また は発生時 の レー トを適 用 して換 算 し,換 算差損益 を計上 しないで お こう

とい う基本 的な考 え方 に基づ いている と考 え られ る。

しか しなが ら流動 ・固定分類 基準 に よる資産 や負債 の分類 は,資 産や負債

の性格 ない し属性 による区別 とは必ず しも一致 しない。 そのた めに,異 な る

種類 の資産 や負債 が同 じ方法で測定 され なが らも,分 類上 は別個 に取扱 われ
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た り,ま た逆 に同 じに分類 された資産 や負債 に測定上 は別個 な換 算方法が適

用 され るよ うな こ とが少 なか らず行 われ る。流動 ・非流動法 によれ ば,た と

えば短期前 払費 用 と長期前払費 用 とは,ど ち らも将来費用 とな る ことが約束

されて いる資産 項 目であ って,そ の性格 は同一 で あ りなが ら,前 者 は流動 資

産 に,ま た後者 は固定資産 に分類 されてい るた めに,前 者 は決算 日レー トで,

また後者 は取 引 日レー トで それ ぞれ換算 され る ことになる。 さらに棚卸資産

は将来売上原価 に変換 して,取 引 日レー トで換 算 され る もので あ るに もかか

わ らず,現 在 は流動 資産 に分類 され てい るため に,決 算 日レー トで換算 され

な ければな らない。 この ように この換算法 には不統一性 が内在 してい るので
5)

あ る。

要 す るに,こ の方法 は,貸 借対 照表記載項 目の流動 ・固定分類 基準 をその

まま換 算 レー トの選択基準 としてい るた めに,理 論 的に妥 当性 を欠 くとい う

問題点が存在す る。 た とえば この方法 による と,同 じ借入金 であ って も短期

の ものには決算 日レー トを適 用 し,長 期 の もの には取引 日レー トを適 用す る

ことにな る。 さ らに,取 得 原価 で測定 ・表示 された棚卸資産 が決 算 日レー ト

で換算 され るこ とにな る。 この こ とは,測 定基準が換算手続 に よって首 尾一

貫性 を失 うこ とにな り,そ の結果,取 得 原価 主義会計 を歪 め るこ とになる。

② 貨 幣 ・非貨 幣区分法

貨幣 ・非貨 幣 区分法 は,流 動 ・非流動 区分法 の修 正 として登場 した。 この

方法 は,資 産 お よび負債 を貨幣性資産 ・負債 と非貨 幣性 資産 ・負債 とに分類

し,前 者 に対 しては決算 日レー トを適用 し,後 者 に対 しては取引 日レー トを

適用 して,外 貨 で表 示 され た金額 を自国通貨 に換算 す る方法 であ る。 この方

法 で は,現 金 また は現 金で決済 され る債権 お よび債務 が貨 幣項 目であ り,そ

の他が非貨 幣項 目 となる。

この方法 を提唱 したヘ ップワー スは,貸 借対照表項 目を換 算 目的 か ら契約

に よ り確定 した外貨 で表示 され る貨幣項 目に は決算 日レー トを適用 し,直 接
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的 に確定 しうる外貨量 を有 しない非貨 幣項 目には取引 日レー トを適用す るの
6)

が論理的 であ る と主張 す る。1960年 に米国会計士協会 の調査報告書第36号 で

長期債権 や長期債務 の換 算 につ いて,多 くの会社 の実務が会計研究公報 の勧

告 と大 き く異 な っている ことが指摘 され た。 さ らに1965年 にAICPAの 会計

原則審 議会意見 書第6号 にお いて,i長 期債権 お よび長 期債務 は,現 在 の換

算率 で換算 す る ことが多 くの場 合 に適 当であ る」 と,公 報第43号 の勧 告 を修

正 し,貨 幣 ・非貨幣 区分法へ歩 み よったので ある。

なお,貨 幣 ・非貨幣 区分法 が主張 され るにいた った背景 には,米 ドル に対

す る他国通貨 の長期一方的 な下落傾 向 と購 買力平価説 の仮定 が暗 に考 え られ

て いる ように思 える。

貨 幣 ・非貨幣 区分法 は,資 産 お よび負債 を貨 幣性 資産 ・負債 と非貨 幣性 資

産 ・負債 とに分類 し,貨 幣性 資産 ・負債 には決 算 日レー トで の換算 を行 い,

非 貨幣性資産 ・負債 に は取 引 日レー トを適 用 して換 算 を行 うもので あ るか ら,

当該分類 にあた って,外 貨換 算の 目的か らは,一 一定 の固定 した外貨額 で表わ

され てい る資産 や負債 が貨 幣性項 目に分類 され,そ れ以外 のすべ ての資産 ・

負債項 目が非貨幣性項 目 とされ るので あ る。 したが って,外 国通貨,短 期 お

よび長期 の金銭債権 ・債務 は外貨 によって表示額が一淀 で固定 してい るので

貨幣性資産 ・負債項 目に分類 され る。 これ に対 して,棚 卸資産や 固定資産 は

評 価 の仕 方 によ り外貨 表示価額 が変わ りうるので,非 貨幣性項 目 とな る。 こ

の方法 は,一一般 に在 外子会社,関 連 会社,支 店等 の外貨表示財務諸表項 目の

換算 方法 として用い られ る。

当該 方法 にお いて は,貨 幣性資産 ・負債 は上記分類基準 に照 ら して外貨表

示額 が固定 し,債 権 ・債務額 も確定 してい るので,決 算 日現在 にお けるレー

トで円金額 を表 示す る。非貨 幣性資産 ・負債 は将来費用 や収益 にな る もので

あ るか ら,決 算 時 にお いては取引 日レー トで換算 す る。売上 高や仕入 高 は会

計 実践上 平均為替 相場で換算 され るこ とが あ る。

この方法 に よ り,非 貨幣項 目を過去 の取 引 日v`ト で換算 す るにあた り,
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当該項 目が歴史 的原価 で表示 され てい るな らば,換 算後 に合理的 な結果 が え

られ るが,当 該項 目が時価 で評価 され てい る場合 には,換 算の結果 として こ

の方法の真 のね らい に即 した合理 的 な結果 は えられ ない。 た とえば,棚 卸資

産 の貸借対 照表価額 の算定 にあた り,低 価 基準 を適用 されてい る場合 には,

時価 に対 応 して換 算 に際 して は決算 日レ,......トが適 用 され るべ きであ ろ うが,

この方法 によれ ば取 引 日レー トが適 用 され る。

当該 区分法 を適 用す る場合,為 替換算差損益 は決算 日レー トを適用 す る貨

幣性資産 ・負債 について発生 しうる。 この場合,為 替換 算差 損益 は貨幣項 目

に生 じた,取 引 日か ら決算 日 まで におけ る為替相場変動 の影響 を意味 してい
7)
る。

要す るに,貨 幣 ・非貨幣 区分法 で は,非 貨 幣項 目の換算額 は,当 初取 引時

の歴史 的 な為替相場 に よる換算額 に固定 され,以 後 の為替相場 の変動 の影響

をうけない。 この限 りで は,こ の方法 は取得原価 主義 の立場 か らの換算 方法

で あ り,取 得原価 主義 に よる親 会社財務諸表 との連結 を行 うのに適 した換算

方法,す なわ ち取得原価 主義 と親 会社(本 国)中 心 主義 の見地か らの換算 方

法 であ る。

この方法 は,流 動 ・非流動 区分 法 に較 べ る とよ り合理 的で はあ るが,財 務

諸表記載項 目の分類 基準 に したが って換 算 レー トを決定 す る とい う問題 が存

在 してい る。た とえば,非 貨幣項 目が時価 で繰越 され てい る場合,取 引 日 レ

ー トで当該項 目を換 算す る ことは不合理 な結果 を生ぜ しめ るこ とにな る とい

うことであ る。

(3)テ ンポ ラル法

1960年 代 後半か ら70年 代 の国際通貨 事情 は,安 定 した国内価値 を背景 に対

米 ドル為替相場 の上昇 す る通貨 がふ えて きた。 したが って,安 定 してい るの

は米 ドルで変動 しているの は外貨 であ る とい う認識 ではな く,む しろ,そ の

逆 で,安 定 してい るの は外貨 で変動 してい るの は米 ドル であ る とい う認識 す
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らもたれ るよ うになって きた。 こうして,70年 代 はじめには,い わば ドル体

制 崩壊 とい う危機 感か ら,伝 統的 な流動 ・非流動 区分法 や貨幣 ・非貨 幣区分
8)

法の見直 しが行 われ るこ とにな った。 この見直 しの なかか ら展開 されたのが

テ ンポラル法 であ る。

テ ンポ ラル法 は,現 金,債 権 お よび債務,な らびに現在 また は将来 の価格

で記帳 されてい る資産 お よび負債 に対 しては決算 日レー トを適用 し,過 去 の

価格 で記帳 されて いる資産 お よび負債 に対 しては取 引 日レー トを適用 して,

外貨 で表 示 された金額 を自国通貨 に換算 す る方法 であ る。 テ ンポ ラル法 は,

この よ うに,資 産 お よび負債が いつの時点 の価格 で記帳 されてい るか によっ

て,そ れ と同 じ時点 の為替相場 が換算 レー トとして用 い られ る ところか ら,

同時点法 とよばれ るこ ともあ る。 また この方法 は,資 産 ・負債項 目や損益項

目で外貨 に よって表示 されてい る もの を自国通貨 で換算す るにあたって,貸

借対照表 日にお ける現在 原価(時 価)で 評価 され ている もの は決算 日レー ト

で,ま た取得 日にお ける歴史的原価(原 価)で 評 価 されてい る ものに は取得

日レー トを用 いて換 算す る。す なわ ち,こ の方法 は資産 お よび負債 の貸借対

照表価額 や損益額 の算定 に用 い られ る測定基礎 と外貨換 算のための換算 基礎

とを常 に一致 させ るこ とをね らい としてお り,換 算前 に有 していた貸借対照

表価 額や損益額 の属性が換算後 も変 わ る ことな く維持 され る特徴 を有 してい

る。 つ ま り,財 務諸表 において測定 され る資産 お よび負債 の属性 に したが っ

て換算 レー トが選択 され る ところか ら,属 性 法 ともいわれ る。

ロー レ ンセ ンは,「 換 算 とは測 定 の変換 過程 で あ るか ら,測 定単位以 外,

外貨 で表示 された財務 諸表 を作 成す る際 に用 いた会計原則 を継続適用 すべ き
9)

で あ る」 と提 唱 して い る。

外 貨 換 算 に よっ て,会 計 の原 資 料 の意 味 を変 更 しな い よ うに,あ るい は こ

れ を害 ね な い よ うにす る こ とが,い か な る為 替 相 場 を選 択 す べ きか,い か な

る換 算 方 法 を適 用 す べ きか を決 定 す る 目標 に ほか な らない 。 つ ま り外 貨 換 算

に よ っ て,海 外 取 引活 動 が,本 支 店 また は親 会 社 を一 体 と して,一 企 業 集 団
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の財政状 態 および経営成績 を表示 す る会計報 告 のなかに包含 され なけれ ばな

らないので あるか ら,会 計原則 との同質性 こそ重要 な選択原理 でな けれ ばな

らない。

本支店 また は親 子会社 の会計記録 やそ こか ら誘 導 され て作成 され る財務諸

表が,首 尾一貫 した会計 基準 に立脚 しな ければな らない とい う会計原則 の一

般原則 は,継 続性 の原則 の本 質で あ り,こ の原則 か ら派生 した ものが テ ンポ

ラル法 の考 え方 であ る。

1975年 には,米 国 の財 務 会 計 基準 審 議 会(以 下,FASBと い う)が,こ

のテ ンポラル法 を基準化 し,基 準書第8号(FASii)を 公表 した。

この方法 に よれ ば,海 外 の支店 や子会社 等が行 う諸活動 は,本 国 におけ る

本店 や親会社が これ を行 った もの とみな して,換 算が行 われ る。

この方法 に よる と,各 種 の資産 ・負債項 目や損益項 目は次 の よ うに換 算 さ

れ る。

現 金預金 や長 期短期 にかかわ らず外貨建 の金 銭債権 ・債務 は,貸 借対 照表

日現在 の時点 にお ける評 価額 に対応 させて決算 日レー トに よって換算 を行 う。

有価証券 や棚 卸資産 等の ような流動資産 について は,在 外子会社等 が これ

を時価 で評価 してい る場 合 には,決 算 日レー トを用いて換 算 を行 い,原 価 で

評価 してい る場合 には,取 引 日レー トに よる換算 を行 う。

機械設備,土 地建物等 の有形固定資産,営 業権 や法律上 の権利 の ご とき無

形 固定資産,繰 延資産 な どにつ いては,通 常原価 による評価 が行 われ るとこ

ろか ら,こ れ に対応 して,換 算 に際 して も,取 引 日レー トが適 用 され る。費

用 お よび収益 に関す る諸項 目は,原 則 として取引 日レー トによって換 算が行

われ るが,会 計実務上 は,期 中 にお ける平均 レー トに よる換 算が実施 され る。

固定 資産 の減価償却費 は固定資産 が取 引 日レー トで換算 され る ことお よび

費用が取 引 日レー トで換算 され る ことか ら,取 引 日レー トによ り換 算 され る。

ここで注意 しなけれ ばな らな いの は,損 益計算書 の記載項 圏で ある売上高

につ いては取引 日レー トに よる換算 が適 用 され るが,同 一 の取 引の結果 とし
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て売上高 に対応す る売掛金 の期 末在 高 は決 算 日レー トによって換 算 され る こ

とであ る。 すなわち同0の 取 引 にかかわ る項 目で も,こ の方法 に よる と異 な

るレー トを適用 した換 算が行 われ る ことになる。 だが しか し,こ れ も在外子

会社等 が貸借対照 表価額 や損 益計算書計上項 目の測定基礎 と換算 のための測

定 方法 とを一致 させ る ことがね らいであ る ところか ら,か か る不一致 は無視

され る ことになる。 この ような不一致 は,外 貨換算以前 の,貸 借対照表価額

等の算定 に含 まれ る問題 であって,換 算方法 その もの に起 因す る もので はな

いか らで ある。

上記 の ごと く換算方法 を適用 す る結果,こ こに為替換 算差損 益の発 生 とそ

の認識 の問題が発生す る。端 的 にい って,取 引 日 と決算 日との間 に為替相場

の変動が生 じた場合 には,決 算 日レー トを適 用す る項 目につ いて為替 換算差

損益が発生 す る。 したが って,現 金預 金,外 貨建金銭債権 ・債務,時 価 に よ

って評価 の行 われてい る有価証券 や棚卸資産 等 について この ような為替換算

差損益 の発生 の可能性 が認 め られ る ことにな る。為替換算差損益 は,為 替決

済差損益 の よ うに実現 した損益で はな く,発 生 した,す なわち,未 実現 の損

益 にほかな らない。 したが って,外 貨換算時 に認識 された為替換算差損益 は

将来 の決済 時 にお いて,そ の まま実現 す る とは限 らない こ とはい うまで もな

い0

10)

この方法 に も次 の ような欠点 が存在 す る。

α)外 貨 表示財務諸 表上 のあ る項 目に は取 引 日レー トが適 用 され,他 の項

目には決算 日レー トが適用 され るため に,換 算の結 果,財 務比 率が歪 め

られ,さ らに外貨表示財務諸表上 の純利益 が純損失 に逆転 す る 「換 算の

パ ラ ドックス」 とい う不合理 な結 果 をまね き,企 業 の海 外 におけ る経営

活動 の実態 を伝達 しえな くなって しまう。

② 棚卸資産 を取 引 日レー トで換 算す る場 合,為 替相場 変動 の影響 は,当

該棚卸資産 が売却 され る まで認識 され ないた め,企 業 の業績 を正 し く表

示 しえない。 た とえば,外 貨が強 くなってい る場合,決 算 日レー トで換
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算 した売上高 か ら取 引 日レー トで換算 した売上 原価 を控除 す るこ とは,

棚 卸利 益 または架空利益 を計 上す る ことにな る。

(3>現 地国で調達 した借入資金 で固定 資産 を取得 した場合,換 算 にあたっ

て,前 者 には決算 日レー トが適 用 され,後 者 には取 引 日レー トが適 用 さ

れ る。 しか しなが ら,資 金 の借入 れ と資産 の取 得 は一組 の経営 方針 の も

とに行 われた取 引で ある。 したが って,借 入金 のみ を決算 日レ0ト で換

算 し,そ の為替換算差 益 また は差損 を当期 の損益 に計上 す るの は不合理

で ある。

(4)決 算 日 レー ト法

決算 日レー ト法 は,本 店 勘定や 自己資本 に関 す る諸勘定 を除 く財務諸表項

目,す なわちすべての資産 お よび負債項 目や損益項 目に対 して,決 算 日レー

トを適用 して,外 貨金額 を自国通貨 に換算す る方法 であ る。 この方法 は,最

近 の為替 相場 を換 算率 として使 用 す る と ころか ら,現 在 為 替 相 場 法(cur.

rentratemethod)と もよばれ る。 テ ンポラル法が本 国 の親会社 の立場 か ら

外貨換算 を考 えて いる,い わ ゆ る本 国主義 といわれ る外 貨換算 方法 に対 して,

決算 日レー ト法 は外 国の子 会社 の立場 か ら外貨換算 を考 えて いる ものであ る。

この方法 で は,外 貨 もまた 自国通貨 と同様 に会計上 の測 定単位 として認 め

られ るた め,換 算 は単 な る測 定単位 の変更で あ って,測 定 基準 を変更す る も

ので はない。 したが って,外 貨 表示財務 諸表 にお ける財務比率 は,換 算後 も

維持 され,海 外 におけ る経営活動 の成果 を判 断す る指標 とな る純利 益 もその

まま連結財務 諸表 に反映 され る。連結決 算のた めの外貨表示 による在外子会

社 の貸借対照表 や損益計 算書 の ごとき外貨表示財務 諸表 の換 算 は,外 貨表示

の財務諸表項 目をたん に円 に換算す るにす ぎないか ら,為 替換 算差損益 は生

じない。 なお,自 己資本 に関す る諸 項 目は取引時 の為替相場 に よって換算 す

る。 この方法 は在外子会社 や支店 等の外貨 表示財務諸表 の換算 の方法 として

用い られ てい る。
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また,こ の方法 による換 算結果 は,企 業の キャ ッシュ ・フmお よび持分

に及 ぼす レー ト変動 の経済的影響 と調和 した情報 を提供 す る ことが可能 とな

る。

この換算方法 に よれ ば,外 貨表 示のすべての資産 ・負債項 目や損 益項 目が

決算時 の為替 レー トで円 に換 算 され るので,換 算 は純粋 に計算上 の改訂 にす

ぎない とみ る ことがで きる。 したが って外貨 表示財務諸表が取得原価主義 に

よってい るな らば,換 算 の結果 円貨 に改訂 して再表示 された財務諸表 もその

まま取得原価主義 に基 づ くものであ る とみなす ことがで きる。 この方法 を採

用 した場合 のかか る利点 は取得 原価 主義会計 の もとで認 め られ る もので あっ

て,現 在価値会計 の もとで は,決 算 日レー ト法 はテ ンポラル法 と同 じ換算 と
11)

な る。

決 算 日レー ト法 に も次 の ように問題点が 内在 す る。

(1)外 貨 表示財務 諸表 において,過 去 の価格 で測 定 ・表示 されてい る資産

お よび負債 を決算 日レー トで換算 し,連 結財務諸 表 に含 める場合,当 該

財務諸表 は原価 主義会計 に基 づ くもの とは異 なった もの とな る。 また換

算 の結果 の数値 は,歴 史的原価 あるいは現在価値 に よる合理 的な測定値

とはな らず,無 意味 な数値 になって しまう。

(2)外 国事 業 は独立 した事業単位 と考 え,現 地 国通貨 は会計上 の測定単位

として認 め られ る。 したが って,こ の方法 は企 業集団 を単0の 組織体 と

みな し,単 一 の測定単位 によ り作成 された財務 諸表 を項 目 ごとに連結す
ユ　　

る とい う}い わ ゆ る連結 の精 神 と矛 盾 す る。

5.修 正 テ ンポ ラ ル 法

わが 国の 「外貨会計基準」 において規定 されてい る,連 結財務諸 表の作成

また は持分法 の適 用 にあた って,外 国 にある子会社 また は関連会社の外国通

貨 によって表示 されて いる財務諸 表項 目の換算 のた めの方法 は,テ ンポラル
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法 を基調 として,こ れ に部 分的 な修正 を加 えた もので ある ところか ら,修 正

テ ンポラル法 とよばれてい る。 この方法 とテ ンポ ラル法 との主 な相 違点,す

なわ ち修正点 をあげ るな らば次 の とお りであ る。

第1に,長 期 の金銭債権債務 につ いて,取 得時 また は発生 時の為替相 場 に

よる円換 算額が付 され るこ とであ る。テ ンポラル法 において は,こ れ に対 し

て,長 期 の金銭債権債務 は,現 金預金 や短期 の金銭債権 債務 と同様 に,貸 借

対照表 日現在 の時点 におけ る評価額 に対応 させて,決 算 日レー トによる換算

が行 われ る。通貨 お よび短期の金銭債権債務 に決算 時の為替相場 に よる円換

算額 を付 し,長 期 の金銭債権 債務 を取得時 また は発生時 の為替相場 に よって

換算 す るこ とは,流 動 ・非 流動 区分法 の場合 と同様 であ る。 また,そ の論拠

も同 じであ る。

第2に,修 正 テ ンポ ラル法 にお いては,外 貨 表示財務諸表上 の当期純利 益

お よび期宋留保利益 について は,決 算 時の為替相場 に よる円換算額 が付 され

る。す なわ ち連結財務諸表作成上 また は持分法 の適用 にあた って,当 期純利

益 また は期 末留保 利益 は,独 立 の項 目 として決 算 日レー トで換算 して しまい,

損益計 算書上換 算 され た利益 お よび費用項 目の差 引計算 の結果 として計算 す

る方法 は とらないので ある。 その論拠 は,外 貨表示 による損益計算書上 に純

利益 の生 じて いる子会社 等が収益 お よび費 用項 目の換 算後 の差引計算 の結果,

純損失 にな るいわ ゆる換 算 のパ ラ ドックス を防 ぐことによって,財 務諸表 の

利用者が誤 った判 断 を下 さない ように とい う点 にあ る。 したが って,こ の よ

うな処理法 を採 用す る ことによ り,当 期純利 益 の生 じてい る子会社 等 は換算

後 も必ず 当期純利益 を示 し,ま た当期純損失 の会社 は換算後 も当期純 損失 を

表わす ことにな る。

第3に,換 算 に よって生 じた換算差額 は,為 替換算調整勘定 に計上 し,貸

借対 照表上,資 産 の部 また は負債 の部 に記載 され る。 この点 は第2の 点 と密

接 に関連 している。す なわち当期純利 益お よび期末留保利益 を決 算時の為替

相場 によって独立 に換算 す る結果 として損益計 算書上 の収益項 目お よび費 用
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項 目を取 引時 の為替相場 によって換算 し,差 引計 算 した数値 との間 に差異が

生ず る。 そ こで両数値 の差額 を調整 す るた めに,為 替換算調整勘 定 を設定 し

て,こ れ に振替 えさせ るので ある。 この調整勘 定 の残高が借方 に生ず る場合

には,貸 借対照表上 資産 の部 に,ま た貸方 に生ず る場合 には,負 債 の部 にそ

れぞれ記載 され るので ある。

わ が 国 の 「外貨 会 計 基 準」が 採 用 して い る修 正 テ ンポ ラル法 に対 して,

「日本 の多 国籍企業 の多 くは,流 動資産 ・流動負債 の換算 に決算 日レー トを,

固定 資産 ・固定負債 の換算 に は,取 引 日レー トを用 い,そ の結果生 じる貸借

不均衡 の差額 は,ど の ような ものであ って も,資 産 あるいは負債 として繰 り

延べ てい る。外貨換算 は,そ の実務 に著 しい多様性 が み られ,早 期 の解決が
13}

ほ とん ど望 めない領域 であ る」 と指摘 され てい る。

6.機 能通貨換算法

外貨表示財務諸 表項 目の換算方法 に関 して1970年 代後半 は,ま さにテ ンポ

ラル法 と決算 日レー ト法 とのいず れ を標準 的会計 実務 として採 用すべ きか に

つい て意見の対立 していた時代 とい う ことがで きよ う。 その際の重要 な対 立

点の一 つが測定単位 の問題 であ る。外貨測定金額 と自国通貨 測定金額 との間

には加法性 が ないため両者 を含 む貨 幣の統一表 示 はされ ない。 したが って 自

国通貨 に よる統一表示 を達成 させ るた めに外貨 金額 を換算す るのであ る。 い

ずれ の換算方法 に よって も自国通貨 に再 表示 され てい るのであ るか ら自国通

貨 による統 一表示 は一応達成 され てい る。 しか しなが ら同質的 な測定単位 に

よ らないで達成 された統一表 示 は外見上 の ものにす ぎない。 したが って,外

貨換算 にあた って は本 国 にお ける測定単位 と同一 の測定単位 による換算額 を

達成 す る方法 が選択 され なけれ ばな らない。 そ うして こそ実質 的な統.__.表示

が達成 され るので ある。 この ような単一通貨測定 はすべての換算 法 に共通 す

る基本 目的で ある。
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1980年 代 になる と,テ ンポラル法 と決 算 日レー ト法 の対立 の時代 を脱 却 し

て,新 しい局面 を迎 えるので あ る。す なわち,米 英 等 を中心 として
,在 外事

業体 の性 格 に応 じて両法 の使 い分 けをす る とい う方 向で国際的調和化が促進

され てい ったので あ る。 この よ うな状 況 の もとで米 国 のFASBは1981年12

月に基準書第52号(以 下,FASNo.52と い う)を 公表 した。

FASBは,在 外事 業単位 を も含 む個別 事業 単 位 レベ ル と連 結 報 告 レベ ル

を事 実 に もとづ き区分 す る ところか ら換 算理論 を再構築 しよ うとい うアプロ

ーチ を採 用 した
。 この個別事業 レベルの通貨 単位 を決定 す るこ とか ら理論 が

展開 され る。 この決 定 され る通貨 を 「機能通 貨(functionalcurrency)」 と

よんでい る。 したが って 「機 能通貨 」 とは,当 該事業体 が事 業活動 を行 って

いる第一次的 な経済環境 の通貨 の ことで ある。通常,そ の事業体 が現金 を稼

得 し,か つ,消 費 してい る環境 の通貨 であ る。

対 象 とな る在 外支店 や子会 社等 の外 貨表 示財務 諸表 は,「 機能通 貨」概念

に基 づ き,「従 属型事業(dependentoperationsentity)」(親 会 社 の所 在地

の通貨(本 国通貨)を 機能通貨 として いる在 外事業体。 これ は,当 該 事業体

の事業活 動が親 会社 の事業 に とって不可分 の構成体 となってお り,本 国通貨

と現地通貨 とのひ んぱん な資金 交流 の存在 す る性 質 の事 業体 で あ る。)に 属

す る もの と 「独立型事業(independentoperationsentity)」(在 外事業体 の

所 在 してい る国 の通貨(現 地通貨)を 機 能通貨 としてい る在外事 業体 。 これ

は,そ の事業活 動が 自己充足的 ・自己完結 的 な形で営 まれ,本 国通貨 との資

金交 流 も利 益配 当等 ご く一部 に限 られ て い る性 質 の事 業体 で あ る。)に 属 す

るもの とに分類 され,前 者 の従属型事業 の財務諸表項 目の換 算 にはテ ンポ ラ

ル法が適用 され,ま た後者 の独立型事 業 の財務諸表項 目の換 算 には決算 日レ

ー ト法 が適 用 され る こ とにな る
。 この場合,前 者 のテ ンポ ラル法の適用か ら

生 じた換算差額(為 替 換算差額損益)は 期 間損 益 として処理 され,ま た後 者

の決算 日レー ト法 の適 用か ら生 じた換算差額(換 算調整 差額)は 資本 の部 に

独立項 目で記載 され るこ とにな る。
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この機能通貨 アプ ローチの もとで は,外 貨 表示財務諸表項 目の換算手続 は,
14)

原理 的 には,次 の三つの段 階か ら構成 され てい る。

(1)機 能通貨 の特定化:こ れ は,個 々の在外事業体 について,そ の事業活

動 の性質 を分析 し,ど の通貨 が当該在外事 業体 の機能 通貨 となってい る

か,を 判 定す る段 階で ある。 この機能通貨 の特定化 を通 じて,連 結 の対

象 となる在外事 業体 は,従 属型事業 と独立型事業 の二 つ にグルー ピング

され るこ とにな る。

② 機能通貨 に よる外貨表 示財務諸表項 目の再測 定:こ れ は,在 外事業体

の外貨表示財務諸表 に記 載 されて いる外貨 建取引項 目について,テ ンポ

ラル法 を適 用 して,そ れ ら数値 の属性 を維持 す る方 向で,そ れぞれの機

能 通貨 で換 算す る とともに,こ の再測定過程 か ら生 じた換算差額(為 替

換算差額損益)を 期間損益 として処理 す る段 階で ある。

(3)報 告通貨 による修正後 の外 貨表 示財務諸 表項 目の換算:こ れ は,報 告

通貨 と異 なる機能 通貨 を用 いている在外事業体 の修正後 の財務諸表項 目

を,決 算 日レー ト法 を用 いて報告通貨 で機械 的 に換算 す る とともに,こ

の換 算過程 か ら生 じた換算差額(換 算調整差額)を 資本 の部 に独立項 目

で記載す る段 階で ある。

この3段 階 の換 算手続 を内容 とす る機能通貨 アプローチは,わ が 国の 「外

貨会計基準jの 提 唱す る修正 テ ンポ ラル法 の画一的適用 アプローチ と比較 し

て,き わ めて革新的 な性 質 の ものであ る。
ユの

機能通貨 の判定規準 の内容 をま とめる と,表2の ようになる。
エ　　

さらに,換 算手続 の フローチ ャー トを示せ ば,図2の ようになる。

わが国の 「外貨会計 基準 」 は,在 外支店 と在外子会社等 の作成す る外貨表

示財務諸 表の換算 方法 を区別 した。 すなわ ち,在 外支店 の場合,棚 卸資産,

有形固定資産 の非貨幣項 目の換算 に関 して はテ ンQラ ル法 を採 用 した。 また,

在外子会社等 の場合,テ ンポ ラル法の考 え方 を一部修正 した もの を採 用 して

い る。特 に,在 外子会社 等の場合 に採用 され る方法(修 正 テ ンポラル法)は,
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表2機 能通貨判定規準

経済的要因 従属型事業 独立型事業

キ ャ ツ シ ュ ・

フ ロ ー

日常 の事業活 動が親 会社 の キ ヤ

ッシ ュ ・フロー に直接 の影響 を

与 え,親 会社 との資金交 流 も活

発 であ る。

現地通貨 が基本 とな り,日 常の

事 業 活 動 は親 会 社 の キ ャ ッシ

ュ ・フ ローにほ とん ど影響 しな

いo

販売価格 為替相場 の変動 の影響 に敏感 で,

世界的規模 の競 争に よって決定

され る。

為替相場 の変動 の影響 を受 け,

主 に現地圏 の競争 によって決定

され る。

販売市場 主な市場 は本国 にあ り,そ の取

引 も本 国通 貨で行 われ る。

主 な市場 は現地 圏 にあ り,そ の

取 引 も現地通 貨で行 われ る。

費用の発生 主要 な製品 ・サー ビスを本 国か

らの輸入 に頼 ってい る。

主要 な生産要素 の調達 を現地 圏

で行 い,そ の原価 も現地 で発生

す る。

資金調達 事業活動 資金の調達 を親会社 ま

たは本 国か らの借 入 に主 に頼 っ

ている。

事業 活動 の資金 の ほ とん どを自

己の事業活動 また は現地借 入 に

よ りまかなってい る。

連結企業間

取引

ひん ぱん かつ広範 に行 ってい る。 ほ とん ど行 わ れ て い な い。

わが 国独 自の換算 方法で あ る。

これ に対 して・FASNo .52に お いて は,在 外支店 や在外 子会社 等 とい う

法人 格 の有 無で換算 方法 を区別 す る ことな く,機 能通貨 に よる換算 方法 を採

用 してい るので ある。

図2の 換算手続 の フローチ ャ0ト か ら もわ か るように,ま ず在 外事業単位

の機能 通貨 に よって,そ の事業単位 が作成 す る財務 諸表 のすべての項 目を測

定 す る ことか ら始 まる。す でに述 べた ご と く,そ の機 能通貨 とは,事 業 を行

ってい る第一次 的な重 要 な経済環境 の通貨 であ り,通 常,そ れ は事業単位 が

主 として現金 を稼得 し}か つ費 消 してい る環境 の通貨 であ る。

もし,機 能通貨 と連結財務諸表 の報 告通貨 とが異 な る場合 には,財 務 諸表

のすべ ての項 目 は決算 日レー トを使 って換 算 す る。 したが っ て,FASNo.
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図2換 算 手 続 の フ ロー チ ャー ト

外貨表示財務諸表は ドルに

換算 されなければならない

財務諸
表は外貨で

表示 されてい
ますか

現 地通貨 か ら機 能通貨
へ再測定す る*

(テ ンポ ラル法)

そ して

ドルに換 算す る

(決算 日レー ト法)

ドルが

機能通貨
ですか

現地通貨

が機能通貨
ですか

U.S.ド ルへ

再 測 定 す る*

(テ ンポ ラ ル法)

ドル に換 算 され る

(決 算 日1ノー ト法)

*再 測定 という用語 は,外 貨か ら機能通貨へ測定単位を変更するために換算

する意味である。

52で 主張 され てい る換算方法 は決算 日レー ト法で ある。 この ことは,在 外 支

店 と在外子会社等 とで多少処理 が異な るに して も,テ ンポラル法 を基礎 とし

てい るわが国の 「外貨会計 基準 」 とは根本的 に異 なってい る とい えよう。現

地通貨 が機能 通貨 の場 合 には決算 日レー ト法 で換算 し,本 国通貨 が機能通貨

の場 合 には本国通貨 ヘ テ ンポ ラル法 によって再測 定す る ことになる。 この よ

うに,FASNo.52で は,決 算 日 レー ト法 とテ ンポ ラル法が機能 通貨 いか ん
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によって使 いわ け られ るこ とにな る。

この点 に関 してわが国の 「外貨会計基準」 は
,決 算 日 レー ト法 を例外 とし

て容 認 してはい る ものの,在 外 子会社 等の原則 的な方法 として
,修 正 テ ンポ

ラル法 を規定 している。 この方法 は,こ れ まで批判 され て きたテ ンポラル法

にお いて発生 す る換 算のパ ラ ドックス を回避 す るよ うに修 正 され
,決 算 日現

在 におけ る送金可能利益 を表示で きる点 において は評価 で きるが
,当 該処理

につ いて,た とえば,「 換算 のパ ラ ドックス の問題 は
,在 外 支店 と在 外子 会

社 の双 方 に共通 で あるが,在 外子会社 のみかか る特殊技 法 を用 いて回避 す る
エ7}

ことの適否 」 とか,「 期 末留保利 益 につ いて決算 日レー トで換算 しなが ら他

の資産,負 債 についてはテ ンポ ラル法的 な換 算方法 を適用 す るこ との論理 的

　
整合性 の問題」等 の批判 が存在 す る。わが国 の 「外貨会計 基準」が採用 して

いる修正 テ ンポラル法 につい て,「 テ ンポ ラル法 の難 点 の克服 に努 めて い る

点 として評価 され る こと も否定 で きない」,あ るい は 「米 国 とは違 った角度

か ら換算方法 について検 討 され た もの と して評価 され よ う」 な どとい う意寛

も存在 す る。

FASNo.52は,外 貨 換算 目的 として,次 の二 つの事 項 をあげて い る。 す

なわち,

(1)企 業 のキ ャッシュ ・フロー と持 分 に及 ぼす経済的影響 をその まま伝 え

る こと。

② 財務上 の成果 を,各 事業単位が その事業 を行 っている場所 の機能通貨

(基本通貨)で 測 定 して,連 結財務諸表 に反 映 させ る こと。

「機能通貨」 とは,「 その事業単位 が事業 を行 ってい る第一次 的 に重 要 な経

済環境 の通貨 であ る」。 す なわ ち,通 常,そ れ は,企 業 が資金 の受 払 い をす

る通貨 であ る。 そ して,「 在外事 業単位 の資産 ・負債 お よび営業活 動 は
,そ

の蝶 単位の機能通貨を恥 て測定されなければならなぞ1」としている。

また,外 貨 表 示財 務 諸 表 項 目の 換 算 に つ い て ,「 財 務 諸 表 の すべ ての 項 目

は,実 勢 為 替 レー ト(currentexchangerate)を 使 って換 算 しな けれ ば な
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らない。収益 ・費用 お よび利益 ・損 失 について は,そ れ らの項 目が認識 され
2Y)

た 日の為替相場 を使 わ なけれ ばな らない」 としてい る。

この換 算 の 目的 を達成す るのが決算 日レー ト法 で ある と主張す る。 しか し,

この決算 日レー ト法 について 「その概念 の魅 力お よび簡便 さにかかわ らず,

決算 日レー ト法 は単一 通貨 の見方 か ら親会社 お よびその子会社 の経営成績 お

よび財政状態 を親会社株主 のため に表示 す る(す なわ ち,測 定単位 として親

会社 の報告通貨 を保持 す る)と い う連 結財務諸 表 の基本的 目的 を果 さない と

い う欠点 もときに指 摘 され22)」.あ るレ・は,「 決算 日レー ト法 は,ま た,す べ

て の現地通貨資産が為替 リス クにさ らされてい る ことを前提 とす る点で誤 っ

てい23)」な どの ようなFASN。.52カ §採 用 した決期 レー ト法の前提 とな る

換 算の 目的 自体 に対す る批判が あ る。 さ らに,機 能通貨決定 に際 して,境 界

線 上 にあ る企業 について詳細 な指針 が存在 しないた めに,経 営者の判 断 に依

存 され る ことになる。 この ことは経営者の判断 に よって異 なった経営成果が

公 表 され る とい う換算方法 の適用上 の問題 に対 す る批判 があ る。

7.む す び

本稿で は,外 貨換算 の方法 の考 え方 を発生順 に と りあげ,そ の 内容 を検討

して きた。 とりあげた諸 方法 はいずれ も固有 の基本的 な考 え方 に基づ いてい

る もので ある。 そ して これ らの諸方法が,そ れぞれ長所 ・短所 のあ るこ とも

指摘 して きた。 そのなかで特 に問題 点 を指摘 す るな らば,そ の一 つ は決算 日

レー ト法 であ る。当該 方法 は,為 替相場 が変動す るな らば,在 外子会社 の財

務諸 表 を換 算す るのに,ど の時点 の為替相場 を用い るべ きか とい う選択 の問

題が発生す る。貸借対照表 日の為替相場 す なわち 「決算 日レー ト」 を用い る

方法(決 算 日レー ト法)は 論 理的 な選択 とい える。 しか し,決 算 日レー トを

用いて貸借対 照表 と損益計算書 のすべ ての項 目を換算 す る ことによって生 じ

る問題 は,そ の手続 が一般 に認 め られた会計 原則 の基礎 となって いる取 得原
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価主義 と矛盾 す る ことで あ る。 もう一 つ はテ ンポラル法 に関 す る問題点 で あ

る。

取引 日レー トが用い られ る換算方法(テ ンポ ラル法)を 適用 した場合 に は,

さまざ まな資産 がそれぞれ異 なった時期 に取得 され るので,こ れ らの資産 を

換算す るにはyそ れぞれ異 なった為替 相場が用 い られ な けれ ばな らない。 こ

の ような場合,換 算後 の貸借対 照表 は もはや貸借 が均衡 しな くなって しまう。

借 方 と貸方 の差額 を どの ように処理 す るか は,会 計担 当者 の間 で大 きな論争

になってい る。貸借不均衡 の差額 は,換 算過程 の結果 として機械的 に発生 す

る もので あ り,資 産,負 債 あ るい は資本 の定義 には当 ては まらない。 それで

も,会 計 等式 を維持 す るため に,こ の差額 を どこか に納 めな けれ ばな らない。

この よ うに現地 通貨表示財務諸表 をさまざまな取 引 日レー トで換算 して,取

得 原価 主義 を維 持す る と,そ の性質 を定義 し難 い,借 方か貸 方か明確 でない

勘定 を導入 す る ことになる。 この問題 は単一 の為替 レー トを用 いて財務 諸表

を換算 す る方法,す なわ ち決算 日レー ト法 を適用 す る ことによって解決 され

る。 しか しなが ら,そ の手続 は取得原価主義会計 と矛盾 す る ことになるので

あ る。 どち らの換算 方法 を採 用 して も問題点が存在 す る とい うことで ある。

わが 国の 「外貨会計基準 」 は修 正テ ンポラル法 とい う独 自の換 算方法 を採

用 してい る。 いわゆ るテ ンポラル法の欠点 を考慮 した換算 方法 であ る。 この

方法 に対 して も,さ まざまな批判 が あるが,比 較的 す ぐれ た方法 で あるテ ン

ポラル法 を修正 して外貨換算 の合理性 の維持 に努 めてい る点 は高 く評価 で き

よ う。

米 国の多 国籍 企業 は,FASBが1981年 に公 表 した基 準 書第52号 「外貨 換

算 」の規定事項 に従わ な ければな らない。 しか し,当 該規 定内容 について も,

い ろい ろ批判 的意見が 出てい る。

外貨換算 につ いては,prに,換 算 を行 う前 の外貨表 示の財務 諸表 を作成

す る際 において採 用 した測定基礎 と換算 方法 とが整合 的で ある ことが求 め ら

れてい る。 すなわ ち,外 貨表 示 の財務諸表作成 の基本 原則 が外貨 換算 を経 た
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後 において もその まま生か され るような換算方法 が妥 当な もの と評価 され る

ので ある。 したが って,換 算方法 の よしあ しは,決 して単 に個々 の方法 その

もの の特質 に よって評価 され るべ きもので はない。 すなわ ち,外 貨表 示の財

務 諸表 の作成 の基本原則 が,特 定 の換算方法 を適 用 して 自国通貨 によって財

務諸表 に表示 しなお された後 において も,再 表 示 された財務諸表 の作成 の基

礎 となってい る測定原則 が維持 されてい る ときに,当 該換 算方法 は妥 当な も

のであ る と評価 す るこ とがで きるよ うに,所 詮,相 対 的評 価が行 われ なけれ

ばな らない。

現実 問題 として,す で に考察 した諸換算方法が その ままの形 で単独 に上記

の基準 に合致 す る とは限 らない。 したが って,上 記基準 に合致 させ るために,

諸換算 方法 を部分 的 に修 正 した方法 を認 めた り,複 数 の方法 の選択適用 を認

め る とい う形 態が とられ て換算 の合理性が維持 されてい くこ とにな る。

国際的 にみて も外貨 換算方法 は多様 な状 況 にあ る とい える。 したが って,

今後 いずれの換算方法が よ り実態 を正確 に表示 しうる方法 なのか,各 基準公

表後 の実態調査等 を踏 まえなが ら検討 してい く必 要が ある。
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